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第１章 計画の策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

 文化芸術は、県民一人ひとりの個性を育み、生きる喜び、感動、安らぎをもたらすものです。 

 

これまで県では、「文化芸術振興基本法」の趣旨に則り、「ちば文化振興計画」を策定し、本

県の文化芸術の振興を図ってきました。さらに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会の開催決定など、文化芸術を取り巻く環境の変化がある中、国が平成２７年５月に策定し

た「文化芸術の振興に関する基本的な方針－文化芸術資源で未来をつくる－（第４次基本方針）」

や県の総合計画を踏まえ、平成２８年３月に「第２次ちば文化振興計画」を策定し、本県の 

文化芸術の一層の振興に取り組んできました。 

 

その後、国においては平成２９年６月に「文化芸術振興基本法」が一部改正され、法律の名

称が「文化芸術基本法」となり、文化芸術の多様な価値を生かして、関連分野の施策とも連携

を図り、「文化芸術立国」を目指すとして、各地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画

の策定が地方公共団体の努力義務とされました。 

 

また、本県においては、平成３０年１０月に、文化芸術に関する施策の総合的な推進を図り、

心豊かな県民生活及び活力ある地域社会の形成に寄与することを目的に、「千葉県文化芸術の

振興に関する条例」を制定し、文化芸術の推進に係る計画策定が県に義務付けられました。 

 

さらに、東日本大震災や令和元年度の台風などの災害による被害を受けた際には、文化芸術

が心の支えとなり地域コミュニティ再生のきっかけとなる等、文化芸術の果たす役割が再認識

されたほか、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に展開された多彩な文

化芸術活動により、様々な芸術分野の融合や新たなネットワークが生まれ、新たな表現手法と

してのＩＣＴ１の活用が進む等の社会情勢の変化がありました。 

 

県では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における文化プログラム２におい

て、県民の積極的な参加を促進するため、参加・体験型事業を実施してきたことから、そのレ

ガシーを活用して、県民が表現活動に取り組むことができる環境を整えていく必要があります。

なお、表現活動を促進させるためには、文化芸術に触れる機会を提供し、刺激を受け、自らも

表現活動に取り組もうとする機運を醸成し、発表の場を設けることが必要です。 

 

                         
１ ＩＣＴ：Information and Communication Technology（情報通信技術）の略です。   
２ 文化プログラム：オリンピック・パラリンピック競技大会はスポーツの祭典であると同時に文

化の祭典でもあります。オリンピック憲章において、組織委員会は文化プログラムを実施するこ

ととされており、組織委員会では平成 28 年から、自治体や非営利団体等の行う幅広い分野の東

京2020参画プログラムのうち、文化に関する取組を「文化オリンピアード」として認証・推進し

ました。 
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 こうした中、子ども・若者をはじめあらゆる人が文化芸術に触れ、表現する機会をつくるこ

と、少子高齢化・人口減少の状況下でも本県固有の伝統文化等を継承すること、文化資源を生

かし他分野との連携により地域活性化につなげること、首都圏にありながら三方を海に囲まれ

豊かな自然環境にめぐまれている本県の特徴を生かして展開される「ちば文化」をブランドと

して県内外での認知度を高めることなど、様々な面から取り組むべき課題があります。 

 

加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大による新たな生活様式に対応するため、ＩＣＴの

活用等についても考えていく必要があります。また、「誰一人取り残さない」ことを理念とする

「持続可能な開発目標」（以下、ＳＤＧｓという。）３は、県が目指すべき方向性と同じであり、

県として様々な分野で取り組むこととしていることから、この考え方を踏まえた施策の推進も

求められています。 

 

 これらの変化や課題に対応し、心豊かな県民生活と活力ある地域社会の実現に向けて、県を

はじめ、国、市町村、文化芸術団体、企業・県民等が連携・協力し、さらに効果的な文化芸術

振興施策の推進を図るため、「千葉県文化芸術推進基本計画」（以下、「本計画」という。）を策

定することとします。 

 

 

２ 計画の性格 

 本計画は、国の「文化芸術基本法」第４条及び「千葉県文化芸術の振興に関する条例」第７

条の規定により、文化芸術振興のために取り組むべき基本的な方向性等を定めるものです。な

お、策定にあたっては、新たな千葉県総合計画や前計画である「第２次ちば文化振興計画」の

ほか、ＳＤＧｓの基本的な考え方も踏まえた内容とします。 

 

 

３ 計画の期間 

 令和４年度から令和６年度の３年間とします。 

 

  

                         
３「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ；Sustainable Development Goals）：平成27年9月の国連

サミットで採択された「持続可能な開発のための2030 のアジェンダ」に記載された、2016 年か

ら2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲッ

トから構成され、地球上の誰一人取り残さないことを誓っています。 
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４ 計画の対象とする文化芸術の範囲 

 本計画では、「千葉県文化芸術の振興に関する条例」で規定されている以下の分野を対象とし

ます。 

・ 芸術（文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（メディア芸術を除く。）） 

・ メディア芸術（映画、漫画、アニメーション、コンピューターその他の電子機器等を利用

した芸術） 

・ 伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の我が国古来の伝統的な芸能） 

・ 芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）） 

・ 生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化） 

・ 国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽） 

・ 出版物等（出版物及びレコード等） 

・ 文化財等（歴史、風土等に培われてきた有形及び無形の文化財並びにその保存技術） 

・ 文書等（郷土についての歴史的価値がある文書及び記録） 

・ 郷土芸能（地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によって行われる民俗的な芸能）） 

・ 地域固有の文化（地域の歴史、風土等に培われてきた地域固有の行事、祭り、伝統的な農

法、漁法、技術等その他の地域固有の文化） 

・ 歴史的又は文化的景観 

 

なお、本計画における「伝統文化」は、上記の分野のうち次のものを指します。 

・ 伝統芸能   

・ 郷土芸能   

・ 地域固有の文化 

・ 生活文化 

・ 国民娯楽 

・ 文化財等 

・ 歴史的又は文化的景観 

  

左記のうち伝統的なもの 
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５ 「千葉県文化芸術推進基本計画」（令和４～６年度）施策体系図 

 

 

施策の柱 施策の展開 掲載ページ 
１ あらゆる人々が文化芸術に親しむ

ことができる環境づくり 

 

文化芸術活動を行う人々の自主性や専門性

が尊重されるとともに、障害の有無や年齢等

に関わらず、誰もが文化芸術を実践・鑑賞す

ることができる環境を整備する 

あらゆる人々が文化芸術に触れ親し

む機会の提供、関心及び理解の促進 

ｐ２４～２６ 
文化芸術活動の担い手やそれを支え

る人材の育成・支援・活用 

文化施設等（文化会館、美術館・博物

館等）の機能の充実 

２ ちばの多様な伝統文化が輝き続け

る地域づくり 

 

県内各地で守られてきた伝統文化を地域で

活用し、未来に継承する 

ちばの多様な伝統文化を知る機会の

提供 

ｐ２７～２９ 伝統文化の保存・継承 

文化財・文化的景観等の保存と活用 

３ 新たな文化芸術の価値を創造でき

る社会づくり 

 

観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産

業等、他分野との連携により文化芸術が社

会の様々な場面で輝く機会を創出する 

様々な関係者による文化芸術の 

ネットワークの構築 

ｐ３０～３２ 
観光等の様々な分野と連携した文化

資源の活用と地域の活性化 

文化施設等（文化会館、美術館・博物

館等）の多面的な活用 

４ 次代を担う子どもや若者がちばの

文化芸術に触れる機会づくり 

 

新たな文化芸術の担い手となる子ども・若者

に文化芸術に触れる機会を創出する 

豊かな感性を育む文化芸術、郷土の

歴史・伝統に出会う機会の充実 

ｐ３３～３５ 若者の文化芸術活動の支援 

伝統文化を担う子ども・若者の育成 

５ ちばの強みを生かした文化芸術の

創造・発信 

 

ちばの強みを生かした「ちば文化」のブランド

化と、近年、文化芸術の新たな表現手段や発

信・保存方法として発達してきたテクノロジー

の導入や、伝統文化及び地域固有の文化と

国内外とのコラボレーションなどにより、新た

な「ちば文化」の創造を進める 

「ちば文化」のブランド化による認

知度向上と県民の誇りの醸成 

ｐ３６～３８ 

最新のテクノロジーや国内外との交

流を取り入れた新たな「ちば文化」の

創造 

  

目指す姿 
あらゆる人々が文化芸術に親しみ、交流することで創り育む心豊かな県民生活と

活力ある地域社会 


